
みやまコンセール各施設のご利用上の注意
霧島国際音楽ホール（みやまコンセール） 

℡ ０９９５－７８－８０００
【ご利用日当日まで】
１ 打合せ 

催物を円滑に進行させるため、利用前（概ね 10 日前）に催物打合せ表、プログラム、台本、
進行表等を提出し、打合せを行ってください。打合せ後に変更が生じたときは、その都度協議
してください。 

２ 会場に必要な人員の手配 
（１）入退場の整理（避難誘導）、案内、クローク、接待、アナウンス等の人員は主催者側で手 

   配してください。 
 （２）特別に、舞台・照明要員を必要とする場合は、利用者の方で用意していただくことになり 

ます。ご要望があれば紹介（有料）いたしますので、御相談ください。 

３ 舞台利用上の注意 
 〈主ホール及び小ホール等（野外音楽堂以外）〉
 （１）火気の使用はできません。

また、ドライアイスやスモーク等については、消防設備及び湿気や薬剤等により施設や楽
器へ影響が生じるため使用できません。 

 （２）ＰＡ等大型の音響装置を用いた催物はできません。備え付けの音響機器以外の使用につい 
ては、事前にホール側と協議し、許可を受けてください。 

〈共通〉
（３）舞台では、くぎ打ちや舞台を傷つけるような大道具類の使用はできません。 
（４）施設に備え付けてある備品を利用される場合は、必ず係員へ連絡し指示を受けてください。

 （５）利用終了後は、全施設をもとの状態に戻し係員の点検を受けてください。施設を汚したり
   破損した場合は、利用者側で現状回復していただく場合があります。  

４ 定員の厳守 
主ホール：７７０人、小ホール：２００人の定員を超える入場は消防法により禁止されてお 

  りますので、入場券、整理券等の発行枚数はホール側の指示に従ってください。 

５ その他 
（１）演奏会等の催物のチラシを作成する場合、利用許可後に作成してください。

    なお、作成したチラシ等は、当ホールへ提示し、了承を得てから公表してください。
    （チラシ、ポスターへは、主催者の連絡先を必ず記載してください。）
（２）演奏会等の催物を行うためには、著作権やポスター掲示について、官公庁等への届出が必 

   要になる場合があります。 
 （３）入場者の会場外での安全を図るため、必要に応じて、霧島警察署横川幹部派出所(0995- 

72-0110)にも催物の内容等を事前に連絡し、警護の措置を講じてください。 
 （４）野外音楽堂で、火気等を使用する場合には、霧島市消防局北消防署(0995-78-2657）の許可

が必要です。 

【ご利用日当日】
６ 利用開始及び終了の手続き 
 （１）貸館利用にかかる責任者は、利用開始時間前に利用許可書を持参の上、事務所へお越しく 
   ださい。ご利用上の注意事項について説明を行った後、利用開始時間になりましたら解錠し 
   ます。（複数日ご利用の場合も同様です。） 
    ※責任者より先に他の方が来場された場合でも、利用施設の鍵を解錠することはできませ 
     ん。 

 （２）利用終了後は定められた時間までに撤収を済ませ、事務所で精算してください。 
ご利用が複数日にわたる場合でも、各日とも利用終了後には必ず事務所へ連絡し、使用設 

   備等の点検を受けてください。 
（ご利用が複数日にわたる場合、使用した電子機材の電源は必ず切ってください。） 



７ 利用時間の厳守 

（１）利用許可を受けた時間以外は利用できませんので、利用時間は必ず守ってください。

（控室使用も利用時間以内の範囲に限ります。） 

※当ホールの利用時間は、９：００～２２：００となっています。

（２）この時間には、準備（ピアノの調律、搬入、舞台セット、照明、音合わせなどの仕込み時 

   間）、観客の入退場、片付けなどに要する時間もすべて含まれますので、無理のない時間設 

   定をお願いします。 

８ 看板等の掲示 

（１）ホール入り口の催物の表示、あるいは舞台上の看板等は作成前に係員に相談して規格を揃 

   えてください。 

 （２）掲示物等に掲載する連絡先(電話番号)は主催者の連絡先を表示してください。 

（３）設営等に必要な事務用品等については利用者側で準備してください。 

（４）コピーを希望される場合は、１枚１０円で申し受けます。 

９ ピアノ等備品のご利用について 

 （１）ピアノは、通常は 24 時間温度・湿度が管理された特別な倉庫に厳重に保管している楽器で 

   すので、丁寧に扱ってください。 

（２）調律を行う場合には、必ず事前に御相談ください。事前の御相談がなく利用日当日にお申 

   し出されても、許可できない場合があります。 

（３）備え付けの備品等を移動させる場合は、あらかじめ許可を受けてください。 

    ご利用後は必ず元の位置に戻してください。 

10 パイプオルガンのご利用について 

 （１）パイプオルガンは、温度・湿度に繊細な楽器ですので、細心の注意を払う必要があります。

その利用は、楽器に精通されている音楽大学オルガン科を卒業した方、日本オルガニスト協

会正会員、準会員に限ります。（証明できるものをご呈示ください。） 

 （２）調律を行う場合には、当ホールが指定する業者に限ります。必ず事前に御相談ください。 

11 設備の持込み 

施設に備え付けてある設備・備品以外の物品を持込んで施設を使用する場合は、事前に許可 

  を受けてください。 

12 展示・販売 

（１）ホワイエ等で、当日の催し物に関する展示品を展示したり、関係のプログラム等を販売し

たりする場合は、事前に許可を受けてください。 

 （２）出店する業者との連絡調整は利用者が行い、利用責任者の管理下で販売させるようにして 

   ください。 

※飲食物の販売については別途要領を定めておりますので、事前に御相談ください。 

13 救急措置 

病人やけが人が出たときは、利用者が救急措置（病院、救急車１１９番）をとってください。 

  ※エントランス付近に AED がありますので利用前にご確認ください。 

14 施設ごとの留意点

主ﾎｰﾙ、ﾎﾜｲｴ  ﾎｰﾙ内等での飲食、喫煙はできません。 
ｴﾝﾄﾗﾝｽ及びﾎｰﾙの開場は利用者で行ってください。 
ﾎｰﾙの開場後は全てのﾄﾞｱを解錠してください。（内側から解錠可能） 



壁や受付ｶｳﾝﾀｰ、主ﾎｰﾙ内の座席へｾﾛﾃｰﾌﾟを使用されますと塗装が剥がれる
恐れがありますので、絶対に使用しないでください。 
ﾎﾜｲｴのﾃﾚﾋﾞﾓﾆﾀｰ、長机・ｲｽ等を使用する場合には、事前にお申し出くださ
い。 
長机・ｲｽ・ｻｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ等を使用した場合、使用後は必ず元の位置にお戻しく
ださい。 

ｱｰﾃｨｽﾄﾗｳﾝｼﾞ・控室 ﾃｰﾌﾞﾙやｲｽ等のﾎﾜｲｴ等への持出は御遠慮ください。 
室内で移動して使用した場合、使用後は必ず元に位置にお戻しください。
ﾋﾟｱﾉを使用する場合には、事前にお申し出ください。
ﾋﾟｱﾉの上には絶対に物を置かないでください。 

小ﾎｰﾙ ﾎｰﾙ内での喫煙はできません。 
飲食は原則としてできませんが、催物に付随するﾊﾟｰﾃｨｰ及び昼食会場とし
て利用する場合は、事前に許可を受けて、指示に従ってください。 

練習室、ﾘﾊｰｻﾙ室 室内での飲食、喫煙はできません 
使用するピアノの種類や機材等について、事前にお申し出ください。 

野外音楽堂 屋外のﾄｲﾚは２カ所です。不足する場合は、利用者の方で仮設ﾄｲﾚを設置し
てください。 

駐車場 収容台数：約500台
（Ａ駐車場約315台、Ｂ駐車場約141台、Ｃ駐車場約40台、身障者用3台） 
各駐車場への案内は、利用者の方で行ってください。
多数の集客が見込まれる場合、駐車場の誘導人員等を配置してください。
特に、楽屋口側の駐車場は混雑することが予想されるため、荷物を下ろし
た後は車を速やかに下のＢもしくはＣ駐車場に駐車し直すよう、来場者へ
の御指導を徹底していただきますようお願いします。 
（楽屋口は万が一の場合、緊急車両等の進入に備えてある程度のｽﾍﾟｰｽを

確保しておく必要があり、また、駐車場入り口の道路等への駐車も危険
ですのでご遠慮いただいております。） 

各施設共通事項 館内は禁煙となっておりますので、喫煙は館外の指定の場所でお願いしま
す。 
釘、画鋲、接着剤等の使用はできません。
ﾎﾟｽﾀｰ等は直接壁に貼らず、御利用いただけるｽﾀﾝﾄﾞ等を提供しますので、
事前にお申し出ください。 
机やｲｽ等を既存の場所から移動させる場合は、事前に届け出て許可を得て
から行ってください。 
使用後は使用した設備や備品等をご利用前の状態に戻し、職員の確認を受
けてください。 
設備や備品等を破損・滅失した場合、修理及び購入にかかる費用を実費請
求させていただく場合があります。 
動物、危険な物、不潔な物品は施設内に持込むことはできません。 
会場内で出たゴミ等はお持ち帰りください。 
施設の利用に当たって必要な舞台の設営及び片付け等は、当ﾎｰﾙ職員の指
示に従い、利用者に行っていただきます。 
施設使用後は、客席も含めて忘れ物がないか、必ず御確認ください。 

15 その他の留意点 

   ホールの許可なく寄付金の募集、物品の展示販売、飲食物の提供、広告物の掲示、当日催物 

  以外の一切の宣伝はできません。 

16 利用許可の取消し 

 （１）正当な手続きによらないで、利用目的や内容を変更したり、管理上支障がある場合は、利 

   用許可を取り消し、または中止を命じることがあります。 

 （２）利用許可は、他人へ権利を譲渡したり、転貸することはできません。 

 （３）ホール内での喫煙・飲食の禁止等お客様へのマナーの浸透を図ってください。 


